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① 本 USB メモリーが原告の事務所へ送付された日付は令和 6年 8月 13 日。 

差出人は不詳 

② 送付画像データ SNS アプリ「LINE」画面を別のスマートフォンで撮影したもの

と推測する。（7月 30 日送付の画像データから墨消しが外された同じ画像デー

タ） 

③ USB メモリーに保存された「出口不倫調査依頼 1～39」の画面にて確認できた日

付は、７月８日（月）～７月２０日（土）が確認できた。 

 

④ 保存された画像のプロパティ情報は下記の通りである。送達日が 8月 13 日より

も以前の 8月 8日に保存されたことが確認できる。
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